
広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成19年９月19日

広島県公安委員会

委員長 髙 須 司 登

広島県公安委員会規則第15号

広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

広島県道路交通法施行細則（昭和35年広島県公安委員会規則第15号）の一部を次のように

改正する。

別記様式第７号の４，別記様式第７号の10の（裏）及び別記様式第７号の17中「第１１９

条の３第１項第３号」を「第１１９条の２第１項第３号」に改める。

別記様式第15号の（２枚目）を次のように改める。



（２枚目）

運 転 免 許 試 験 指 定 票

道路交通法施行規則第22条の規定に基づき，次のとおり指定します。

広島県公安委員会

受験年月日

資 料 区 分

連 絡 先

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

本（国）籍

住 所

受けようと
する免許の
種 類

(数字を
○で囲む。)

新 規 併 記

Ｊ １ Ｊ ２
受付番号

受験場所

試 験 場

警察署広 島 福 山 三 次年 月 日

受付時間（8:30・13:00）

電話（ ） － （携帯・自宅・勤務先）

（旧氏名）

平成

３ ４
年 月 日 性 別

１ ２

男
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附 則

この公安委員会規則は，公布の日から施行する。


